
※磐田市の「保育の必要性の認定」の要件については裏面をご確認ください。

に加え、

市町から、「保育の

認可外保育施設を利用し、「保育の必要性の認定」を受けた方が無償化の対象

お住まいの市町の所定の請求書に必要事項を記載し、施設が発行する領収証等を

添付して、お住まいの市町に申請することが必要です。

町

によって異なる場合があります。お住まいの市町にご確認ください。

（注２）「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件（認可保育園の利用と同

等の要件）がありますので、詳しくはお住まいの市町にご確認ください。

となります。



保育を必要とする事由 保護者の状況 認定期間（利用できる期間）

１ 就労 月 64時間以上就労している 就労が継続している期間 

２ 妊娠・出産 出産前後 出産予定月の前後２か月間 ※１ 

３ 疾病・障がい 保護者が疾病、負傷、障がいがある 疾病等が回復するまで

４ 介護・看護 親族を常時介護、または看護している 介護・看護の必要がなくなるまで 

５ 災害復旧 火災などの災害の復旧に当たっている 復旧が完了するまで

６ 求職活動 
求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っ

ている 

効力発生日から９０日を経過する

日の月末 ※２ 

７ 就学 
大学や職業訓練校、専門学校などに通ってい

る場合 
卒業予定日の月末 

８ 虐待・ＤＶ 児童虐待・DVを防止するために必要な場合 必要と認められる期間 

新２号または新３号認定の要件（保育を必要とする事由）

　新２号または新３号の認定を受けられるのは、保護者のいずれもが下記の「保育を
必要とする事由」１～８のいずれかに該当し、お子さんを保育できない場合です。

※１ 認定期間終了後の預かり保育は、無償化の対象にはなりません。
　※２　認定期間内に月６４時間以上勤務の条件を満たす「就労（内定）証明書」を
　　　　提出してください。

後日ご案内します。
※無償化の対象は保育料です。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これ
　までどおり保護者の負担になります。ご注意ください。

お問い合わせ先 ＜お問い合わせ先＞
　磐田市　こども部　幼稚園保育園課
　運営支援グループ　
　TEL0538-37-2754

お住まいの市町に申請が必要です。


